
　島根県建設産業団体連合会長　様

島　　根　　県

技 第 ２ １ ２ 号

令和５年６月２９日

島根県週休２日工事の試行要領の改定について（送付）

　標記について、別添のとおり通知しておりますので、お知らせします。

土 木 部 技 術 管 理 課 長

土 木 部 港 湾 空 港 課 長

農 林 水 産 部 水 産 課 長

（　公　印　省　略　）

問い合わせ先

土木部技術管理課

土木設計基準係 電話：0852-22-5941／5390

農林設計基準係 電話：0852-22-5942／5653



　隠岐支庁各関係局長
　農林水産部各関係課長
　農林水産部各地方機関の長 様
　土木部各関係課長
　土木部各地方機関の長

島根県週休２日工事の試行要領の全面改定について（通知）

記

１．改定対象

〇：改定あり　―：改定なし

２．改定内容
　　 ①従来は、週休２日工事の対象外としていた「時間制約のある工事」や「道路及び河川維持
　 　　管理業務」等を受注者希望型の対象とします。
　 　②受注者希望型において、交替制による週休２日を選択可能とします。
　　 　なお、港湾空港課所管の空港事業を除きます。

３．適用年月日
　　　令和５年８月１日以降に起案する工事、道路及び河川維持管理業務等
　　　ただし、既発注工事においても本通知日以降に現場着手する工事については、受発注者協議

により適用可能とする。

４．留意事項
　　　工期については、〈工期に関する特記仕様書〉「５．当初算定工期及び施工中における工期
　　の変更方法」及び「６．受注者の工期検討及び受発注者の役割について」に基づき適切に設定
　　すること。
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　島根県週休２日工事の試行については、令和４年５月30日付け技第154号「島根県週休２日工事の

試行要領の改定について」等※により行っているところですが、労働基準法が改正されることを踏ま
え、本通知へ統合のうえ廃止することとしますので、関係職員に周知願います。
　なお、各市町村及び関係団体へは別途送付しています。

○

○ ○ ○ ○

島根県週休
２日工事試
行要領

○

○

　※令和４年３月30日付け　技第714号
　　　「島根県週休２日工事の試行要領の改定について（通知）」：土木部編
　　令和５年６月13日付け　水第309号
　　　「島根県週休２日工事の試行要領の訂正について（通知）」：港湾・漁港漁場工事編
　　令和５年５月30日付け　技第154号
　　　「島根県週休２日工事の試行要領の改定について（通知）」：農林水産部編

問い合わせ先

土木部技術管理課

土木設計基準係 電話：0852-22-5941／5390

農林設計基準係 電話：0852-22-5942／5653
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 ○方式選定にあたっては、下記フロー(①工期等の積上げ日数が7日以上の場合,②工期等の積上げ日数が7日未満の場合)を参考にすることとし、工事内容や現場条件に応じて適切に判断すること。

①工期等の積上げ日数が7日以上の場合 ②工期等の積上げ日数が7日未満の場合

YES（受注者希望型） NO（発注者指定型）
特記仕様書を添付 特記仕様書を添付

      YES NO

 YES

NO
 YES

 YES
NO

NO
 YES

NO

ただし、交替制の適用にあたっては港湾空港課所管の空港事業を除きます。 ただし、交替制の適用にあたっては港湾空港課所管の空港事業を除きます。

令和５年度 週休２日工事に係る選定について（フロー図_土木部・農林水産部編）

公告前
公告時
(対象外)

受注後

受注後 現場閉所による
週休２日工事
（４週８休以上）

現場閉所による
週休２日工事

現場閉所による
週休２日工事

交替制による
週休２日工事

交替制による
週休２日工事

週休２日対象外

週休２日対象外

以下※に示す工事等
に該当するか。

※現場閉所困難な工事等
・道路及び河川維持管理業務
・現場閉所を行うことが困難な工事（交通
規制・出水期・完成時期等の制約のある
工事、連続施工せざるを得ない工事
・災害復旧工事等
・災害復旧工事のうち、緊急復旧工事
（緊急随契を行うような工事）現場閉所可能か。

交替制の適用が可能か。

変更により工期等が7日
以上となるか。

現場閉所可能か。

交替制の適用が可能か。

（別紙１）

工事途中で変更可能

工事途中で変更可能



 ○方式選定にあたっては、下記フロー(①工期等の積上げ日数が7日以上の場合,②工期等の積上げ日数が7日未満の場合)を参考にすることとし、工事内容や現場条件に応じて適切に判断すること。

①工期等の積上げ日数が7日以上の場合 ②工期等の積上げ日数が7日未満の場合

YES（受注者希望型） NO（発注者指定型）
特記仕様書を添付 特記仕様書を添付

      YES NO

 YES

NO
 YES

 YES
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週休２日対象外

現場閉所による
週休２日工事

受注後

週休２日対象外

令和５年度 週休２日工事に係る選定について（フロー図_港湾編・漁港漁場工事編）

公告時
(対象外)

現場閉所による
週休２日工事

交替制による
週休２日工事

公告前

受注後

現場閉所による
週休２日工事

交替制による
週休２日工事

以下に示す工事に
該当するか。

現場閉所可能か。

交替制の適用が可能か。

変更により工期が7日
以上となるか。

現場閉所可能か。

交替制の適用が可能か。
工事途中で変更可能

工事途中で変更可能

（別紙２）

※現場閉所困難な工事等
・道路及び河川維持管理業務
・現場閉所を行うことが困難な工事（交通
規制・出水期・完成時期等の制約のある
工事、連続施工せざるを得ない工事
・災害復旧工事等
・災害復旧工事のうち、緊急復旧工事
（緊急随契を行うような工事）


